
宮崎地裁判決の問題点＆控訴理由
憲法訴訟における裁判所の責任を考え
る
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原判決の問題点

①徹底して憲法判断を避けた
②原告らが訴える権利・利益（平和的生存権・憲法改正決定権）は
国家賠償法上保護されないとした

③新安保法制後５年が経過しても原告らの権利利益侵害の恐れなしと
した

④立憲主義への無理解（憲法改正決定権の判断に端的に現れている）

⑤他の裁判所と似たコピペ判決 それだけではない危険な判決
2



控訴理由書のあらまし
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原判決問題点①

憲法判断を徹底的に避けている
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問題点①に対して

唯一裁判所だけが憲法破壊の新安保法制と政治部門（立法、行
政）の暴走を止められる権限と義務がある。

解釈改憲の放置は、司法の自殺行為
立憲主義破壊への加担（とても政治的）
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原判決問題点②

原告らの訴えた権利・利益は
国家賠償法上の権利・利益にあたらな
い？
（平和的生存権、 憲法改正決定権）
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問題点②－１（平和的生存権は具体的権利でない？）

(原判決)
・憲法前文の「平和」は崇高な理想と目的,たとえ「平和のうちに生き
る権利」と明示していても個人の具体的権利ではない。
・「平和」は抽象的､その内容や実現手段も人によって様々な考えが
あるから平和的生存権の、意味を確定できない。
・憲法９条（戦争放棄､戦力・交戦権もたず）は国に対する縛り､個人
に権利を認めるものではない
・憲法１３条（個人の尊厳、生命・自由・幸福追求権）からも読み取
れない
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問題点②－１（平和的生存権否定）に対して
・日本国憲法は政府に再び戦争させないために誕生。前文は憲法全体
の根本原理で憲法９条・１３条の解釈指針。国の９条違反行為に抵抗
する個人の権利を認めないのは憲法の意思ではない。
・世界で生成中の権利（国連総会１９８４年１１月「人民の平和への
権利宣言」２０１６年１２月１９日「平和への権利宣言」→条約化に
むけて努力中）
・個別的自衛権を認め集団的自衛権を否定した政府S４７年解釈もH26.
７．１閣議決定さえも「平和的生存権」を根拠にする。
・長沼事件札幌地裁判決（福島判決）自衛隊イラク派兵名古屋高裁判
決（青山判決）､同岡山地裁判決（近下判決）など認める判決
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問題点②－１（平和的生存権否定）に対して（続）

・「平和」はあくまでも日本国憲法が認める平和､「憲法９条違反行
為を国にさせない権利」の意味内容は､「憲法９条が国に認めない行
為」が何かを確定させれば自ずと確定できる。

・自由も平等も多かれ少なかれ抽象的、具体的場面でその意味内容が
確定できる。平和も同じ。「表現の自由が抽象的だから､認めない」
とは言わないはず。
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原判決問題点②－２（憲法改正決定権を認めると抽象的違憲
審査を認めることになる？）
（原判決）
・国務大臣および国会議員を含む公務員は，憲法尊重擁護義務を負い,
憲法違反の閣議決定や立法は，この義務に抵触する。
・（法令は多かれ少なかれ解釈の余地があり）一定の時点で確立して
いた解釈であっても,社会情勢等の変化を受けて変容していくこともあ
り得るところであり,憲法もその例外ではない。
・「本来は憲法改正を要する内閣の憲法解釈を変更させない権利」
（≒憲法改正決定権）を認めると､内閣・国会の行為が自らの憲法解
釈と異なると考える者が自らの具体的な権利利益の有無に関係なく国
家賠償請求訴訟等を提起し,その憲法適合性を問うことを許す（抽象的
違憲審査）につながり許されない。
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原判決問題点②－２（憲法改正決定権否定）に対して

・法令と憲法を同列に見る誤り
ー憲法改正でさえ根本原理は変えられないと言うのが通説

ましてや憲法解釈の変更には限度が
ある。

・内閣・国会がどのように憲法解釈を変更しても司法審査が及ばない
と言っているのに等しい。立憲主義（憲法は政治権力を縛るもの、政
治権力を檻の中に入れておくべき檻､檻の番人が裁判所）を理解しな
いもの。
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原判決問題点②－２（憲法改正決定権否定）に対して（続
き）

・「自分の憲法解釈と違う政府・国会の行為を問題として自己の利益
と無関係に違憲判断を求める国賠訴訟」は却下すればいいだけ。本件
はそういう訴訟ではない（憲法解釈を激変させる解釈改憲であり､そ
れによって自分の権利・利益が脅かされているから提訴）。原審も却
下していない。
どうしても憲法判断を回避したいための屁理屈・言葉遊び

司法の自殺行為 全国の諸判決に比べても深刻で危険な判
決
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原判決問題点③

新安保法制後５年を経ても具体的権利利
益侵害もそのおそれもない
（平和的生存権・人格権の侵害を否定）
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）

（原判決）
「自衛隊が他国との戦争等に巻き込まれるなどし，国民が武力攻撃や
テロリズムの対象となったとは認められないし，そのような具体的な
危険が生じたものとも認められない。」
「存立危機事態を政府が認定し国民に対処方針が示されたこともな
い」
「新田原基地の周辺の住民である原告らの供述等その他の本件全証拠
によっても，本件各行為により，新田原基地が武力攻撃やテロリズム
の対象になったともその具体的な危険が客観的に生じたとも認められ
ない」
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その１）

そもそも,「自衛隊が他国との戦争等に巻き込まれ」「国民が武力攻撃
やテロ対象」「存立危機事態の認定」がなければ権利利益侵害が認め
られないという判断の誤り
→戦争が起こってから,戦争直前になってからでないと国民は被害を

裁判所に訴えることができない？？？？？？？？？？？？？？？？？

何のための 誰のための裁判所？

15



原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その２）

武力行使は必ず誰かの人権を傷つける,起こってからでは遅い,火種の
うちに消さなければ間に合わない,９条の「防火壁」を守らなければな
らない（青井意見書, 原審海保意見陳述）
→前倒しの保護・救済が必要
戦争巻き込まれの恐怖・不安、戦争を憎み平和を守る生き方否定

による憤り、悲しみ、戦争体験呼び覚ましのトラウマ、専門家・職業
上特有の懊悩と焦燥、動員される恐怖・不安、戦争加担者とされる罪
悪感・屈辱感、将来世代への不安・罪悪感

杞憂や被害妄想でない限り十分保護に値するはず。
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その３）
明らかな事実誤認１

◎日本が武力攻撃対象になったことはある
２０１７・３～４ 海上自衛隊は米空母カール・ビンソンとの共同訓練

５ 海自護衛艦「いずも」と「さざなみ」がカールビンソンへの
補給艦リチャード・E・バードを武器等防護

５月２日付け北朝鮮「労働新聞」：「朝鮮半島で核戦争が起こる場合、最も大
きな被害を受けるのは日本だ」、「日本が米軍の兵站基地、発進基地、出撃基地
になっている」、「日本が真っ先に（核の）放射能の雲で覆われる」（２０１７
年５月３日付け読売新聞）
防衛省：「日本を攻撃目標とする北朝鮮の主張の主な例(平和安全法制成立（２

０１５年９月１９日）以降①②)日本を攻撃対象とする北朝鮮の主張 17
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その４）明らかな事実誤認２

◎日本人がテロリズムの対象になったこともある。
・２０１５（平成２７）・１０・３バングラデッシュ北西部ロング
プール県での日本人銃殺事件
・２０１６（平成２８）７・１バングラデッシュの首都ダッカ（グル
シャン地区）レストラン「ホーリー・アーティザン・ベーカリー」が
襲撃され日本人７名を殺害した事件
（いずれもISILがその機関誌で日本人を非難し，標的にしたことを公
表）
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明らかな事実誤認２

◎日本人がテロリズムの対象になったこともある。（続）

警察庁：「治安の回顧と展望（平成２８年版）」（２０１７（平成２
９）年発表）で「我が国に対するテロの脅威は正に現実のものとなっ
ているといえる」

（テロは新安保法制がその原因やきっかけになっている被害）
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その５）

明らかな事実誤認３

◎自衛隊が他国との戦争等に巻き込まれそうになったこともある（南
スーダン日 報問題・今井証言） ＊帰還後の隊員の自殺・傷病死が
あるとも言われている

22



原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その６）
新安保法制は日本をどのような状態にしたのか。

①自衛隊が米国の安全保障政策を実施する手段として，米軍と一体と
なって動員されることが当然に予定（相互依存,完全な一体化へ＋違法
な戦争への加担と犠牲を負うリスクの現実化）
②北東アジア地域において，日本及び日本国民が武力紛争に関与する
事態
（台湾危機）
③日本及び日本国民がイスラム教過激派によるテロリズムの標的と
なった事態（前出） 23



原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その７）

日本国憲法成立以後これまでの日本の安全保障政策は，米の関与で，
憲法９条による武力によらない平和主義が次第に溶解させられてき

た歴史
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その８）

（歴史１）集団的自衛権行使が許されないとの政府憲法解釈確立まで

旧安保条約下「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」（１
９５４（昭和２９）・６・２参議院本会議）
新安保条約下「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国
が直接攻撃されていないにもかかわらず，実力をもって阻止すること
が正当化される地位＝他国に加えられた武力攻撃の阻止をその内容と
する集団的自衛権の行使は憲法上許されない」（１９７２（昭和４
７）１０・１４）
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その９）

（歴史２）日米防衛指針協力のための指針の締結から２０００年代前
半まで

1９７８（昭和５３）・１１「日米防衛協力のための指針」（「旧指
針」）米軍との共同行動、日本の領域外への自衛隊の派遣の限定的容
認
１９９２（平成４）年６月「国際連合平和維持活動等に対する協力に
関する法律」（ＰＫＯ協力法）米国の軍事行動に対する協力を前向き
に検討
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（歴史２）日米防衛指針協力のための指針の締結から２０００年代前
半まで（続）

１９９７（平成９）９・２３「日米防衛協力のための指針」改訂
「極東における事態」→「日本周辺地域における事態」（周辺事
態）」へ
日米の防衛協力の地理的範囲を曖昧化＋後方支援活動可
２００１（平成１３）１１・２日「テロ対策特別措置法」
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その１０）

（歴史３） ２０００年代後半以後，集団的自衛権行使が容認される
まで
・アーミテージ報告第１次～第３次
アジア太平洋地域への兵力の展開に重点を置いた米軍の再編、中国の
「アクセス阻止・エリア拒否」戦略への対抗のため，日本他同盟諸国
に対し軍事的な協力を要求
２０１３（平成２５）年１０月３日，「日米安全保障協議委員会共同
発表」日本の集団的自衛権行使が可能となるよう法整備をしていくこ
とを確認（米軍自衛隊一体化目指す）
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（歴史３） ２０００年代後半以後，集団的自衛権行使が容認される
まで（続）

・アーミテージ「第４次報告」「米国のインド太平洋軍の任務増加が
大きな負担」「西太平洋における日米共同統合任務部隊の創設」「有
事に向けた事前の対応計画（共同有事計画）の策定」集団的自衛権行
使を日本政府が容認したことを前提として，米国の側から自衛隊と米
軍のますますの一体化
→２０１４・７・１集団的自衛権容認閣議決定→２０１５・４・２７
ガイドライン改訂
→２０１５・９・１９新安保法制へ 29



原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その１１）

新安保法制は日本をどのような状態にしたのか。

①自衛隊が米国の安全保障政策を実施する手段として，米軍と一体と
なって動員されることが当然に予定（相互運用から相互依存・完全な
一体化へ＋違法な戦争への加担と犠牲を負うリスクの現実化）

＋新田原基地の米軍利用
宮崎県周辺での日米・日米仏共同訓練 F３５Bステルス戦闘機配

備
30
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原判決問題点③新安保法制による客観的具体的危険性を否定
―権利利益侵害の否定）に対して（その１２）新安保法制は日本をどのような状態にしたのか。
②北東アジア地域において，日本及び日本国民が武力紛争に関与する
事態
（米中競争の中での台湾危機を強調）
２０２１（令和３）４・１６菅・バイデン日米首脳会談「日米共同声
明」
「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調，両岸関係の平和的解決を促
す」
中山防衛副大臣：衆院外務委員会「台湾海峡で米中が軍事衝突した場
合には新安保法制に基づく対応を検討」（存立危機事態，武器防護な
ど）と発言
＋新田原基地 宮崎県周辺も中国牽制の前線へ
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控訴理由 （その他）

違憲立法審査権を行使すべき裁判所の義務と責任
裁判官の戦争責任と戦後の司法のあり方の変遷
日本の裁判官の現代的使命へ（米の戦争は自衛ではなく外交手段：日
本人だけでない世界に影響）

（＊今の最高裁をどう見るか？）
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